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第７回死因究明に資する死亡時画像診断の活用に関する検討会 

                       日時 平成２２年１２月３日（金） 

                                          １４：００～１６：２０ 

                       場所 厚生労働省省議室９階 

○医政局総務課医療安全推進室長 定刻になりましたので、た

だいまから第 7 回「死因究明に資する死亡時画像診断の活

用に関する検討会」を開催させていただきます。本日お集

まりの皆様方におかれましては、ご多用の折ご出席いただ

きまして誠にありがとうございます。本日は今井先生、木

ノ元先生、菅野先生、長谷川先生、和田先生から欠席との

ご連絡をいただいております。また、厚生労働大臣政務官

の岡本は、12 月 1 日から 8 日まで海外出張に出ております

ので欠席させていただきます。以降の議事進行は門田座長

にお願いいたします。 

○門田座長 師走に入って、こちらのほうはなんとか年内に報

告書を作成しなければならないということでお集まりいた

だいておりますが、是非ご協力をよろしくお願いいたしま

す。本日の資料の確認を事務局からお願いいたします。 

○医政局総務課医療安全推進室長 資料 1 は、第 6 回検討会の

議事録です。資料 2 は「死因究明に資する死亡時画像診断

の活用に関する検討会報告書論点整理（案）」です。参考資

料は前回お出ししているものと同じですが、「検討会報告書

の事項立て項目に関する関連の意見等」です。以上です。 

○門田座長 議事に入ります。ご存じのように前回の検討会で

は、三宅先生から日本医師会のご意見についてお聞きしま

した。その後、先ほども言いましたけれども、この報告書

をまとめていくということで、まず「死亡時画像診断の意

義」について全般的にご意見をいただきました。その次の

事項 4の「実施体制の整備について」の中で、「施設・設備

の要件」という辺りまで皆さんのご意見をいただきました。

本日は、それ以降についてのご意見を最後まで一回いただ

いて、大体皆さんのご意見をいただいたところで、最終的

な報告に向かって準備を進めることを考えております。前

回までのものも、一応事務局的にまとめていただきました

ものが、本日資料として出ております。後半で時間があり

ましたらそちらに返るということで、今回は「実施体制の

整備について」から最後までのご意見をいただくことにし

ていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。カメラ撮りはここまでとさせていただきます。本日

の資料について事務局から説明をお願いいたします。 

○医政局総務課医療安全推進室長 資料 1 は、前回第 6 回議事

録です。既に皆様方には内容をご確認いただき、厚労省の

ホームページに掲載しているものですけれども、何かござ

いましたら会議終了後事務局までお申し出いただければと

思います。 

資料 2 は、前回ご議論いただきました報告書事項立て事

項 3「死亡時画像診断の意義」と、事項 4の 1「施設整備の

要件」について取りまとめのポイントを記載しております。

事項 4「実施体制の整備について」以降を本日ご議論いただ

ければというもので、座長とご相談の上「論点整理（案）」

として記載しているものです。 

参考資料は、本日ご議論いただくに当たり、前回検討会

でお出ししたものですが、これまでの当検討会でのご意見

を報告書の事項立て項目ごとに整理したものです。以上で

す。 

○門田座長 資料 1 の議事録については、皆さん既に一度お目

通しいただいていますが、改めて何かございましたら、事

務局までご連絡をお願いいたします。 

前回は資料 2 の 3「死亡時画像診断の意義」ということ

で項目分けをして、ほぼ整理していただきました。前回ご

意見をいただいた内容を参考に、一応こういう形にまとめ

ております。先ほども申しましたように、残ったところを

先にやって、時間がありましたらこちらに返って、さらに

もう一度ご意見を頂戴したいと思っております。本日は「実

施体制の整備について」ということで、ここに事務局とし

ての論点整理の方向性を挙げていただいております。これ

は 1 つの方向性ということですので、以前にディスカッシ

ョンした内容を踏まえて、再度ご意見を述べていただけた

らと思います。 

前回、ここの項目の最初のほうを少しディスカッション

していただいておりましたが、それを含めてこの実施体制

全体のことについてで結構ですので、ご意見を頂戴したい

資料１ 
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と思います。順番として(1)(2)(3)と挙げておりますので、

できましたらこの順番どおり、あるいは関係してきて飛ん

でいく場合もあろうかと思いますので、それはそれなりで

結構ですので、ご意見を頂戴したいと思います。これだけ

ですので、記憶をリフレッシュする意味でも、事務局から

読み上げていただけますか。 

○医政局総務課医療安全推進室長 資料 2 の 2 頁目からになり

ますが、ちょっとなぞるような感じでさせていただきます。

(1)「施設整備の要件」ということで、機器の性能を十分に

理解・把握することが必要である。(2)から(6)までですが、

人的要件はどうあるべきか、病理医や法医が読影を行うこ

とについてはいかがか、院内の連携体制はどうあるべきか、

医療機関外との連携はどうあるべきか、全国的な体制整備

についてはどうしていくべきか、普及させるための方向性

はどんな感じで考えていくべきか、死亡時画像診断を担う

専門家の育成はどのように進めていくべきかという問いか

け形式にしております。 

それについて事務局で考えている、あるいはこれまでに

先生方からいただいたご意見を集約し、軸としてこういう

ことが立つのかと思っているものです。論点整理の方向性

ということで挙げております。 

(2)死亡時画像診断は、基本的には画像診断であること

から、検査・撮影は主に放射線技師として、読影は放射線

科専門医又は臨床医が行うのは妥当であろう。一定の品質

を担保し得る死亡時画像を提供するためには、専門教育を

受けた診療放射線技師が撮影を担当することが最も時間

的・経済的に有効だろうというところで整理をさせていた

だいております。この辺りについて、いろいろご意見をい

ただければと思っております。 

○門田座長 短い文章ですので、本日はこういうことについて

のご意見を頂戴していきたいと思います。まず、撮影や読

影を行う者の人的要件ということで、1つ目に挙がっている

のが、診断放射線技師、読影は放射線専門医又は臨床医が

行うのが妥当である。これは、前回も臨床医と放射線の専

門医という辺りの考え方については少しご意見をいただき

ましたが、この辺りではあまり大きなずれはなかったので

はないかと思います。 

次の、一定の品質を担保し得る死亡時画像を提供するた

めには、専門教育を受けた技師の問題、それから死亡時画

像の撮影を担当することが最も時間的何とかであるという

ことです。これは、専門教育を受けた診療放射線技師が画

像をという、この専門教育を受けたというのは、この文章

では死亡時画像にはかからないのですか。これは、普通の

技師のことですね。 

○医政局総務課医療安全推進室長 これは、撮影をするための

技師の、言葉は失礼なのですがクオリティみたいなところ

に焦点を当てて書いている話です。 

○北村先生 診療放射線技師の中で、ある程度全体的な教育は

受けているのですが、CT を撮るという意味では、そこのク

オリティを維持するということで、CT 検査関係の経験と専

門的な知識がないと撮れないということであって、そうい

う意味でさらに死亡時画像診断のある程度の知識が必要だ

ろうということだと思っています。 

○門田座長 一般に広めていく場合に、ただ放射線技師が「は

い、できますよ」というものでは決してないということで、

それに関しては専門教育を受けたというところで、この文

章の意図は死亡時画像診断の専門教育ということですか。

北村先生はそのように理解されているわけですよね、そう

いうことでよろしいのですか。 

○医政局総務課医療安全推進室長 死亡時画像診断に関する専

門教育というような認識で書いております。 

○門田座長 そこのところの、「専門教育を受けた」云々のとこ

ろが、もう少し具体的な何かを添えておかないと、これで

はもの足りないことになります。 

○北村先生 この専門教育の中には、CT の経験と、さらに CT

の知識がないと駄目だということだと思うのです。 

○門田座長 それだけでいいのですか。 

○北村先生 いま、放射線技師会の中では CTの研修を全国的に

やっております。今年も 1,000 人以上、去年も 1,000 人以

上ということで CTの知識を植え付けるということの上に立

った Aiの知識だということです。 

○門田座長 そこの Aiの知識とはどういうものか、ちょっとだ
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け何か要りませんか。 

○北村先生 Ai の死亡というか、そういう患者さんではないの

で、そういう方の撮影をするときの知識と、それから画像

を作らなければならないので、その画像診断するための知

識を有していないと、診断に価値のある画像は提供できな

いという意味では、死亡時の知識がないと駄目だと思って

います。 

○今村先生 いまのご議論なのですが、(6)のところで「専門家

の育成」というのは後で出てくると思うのです。前回私は

欠席させていただいて、代理の三宅先生からお話をしてい

ただいたのですが、それぞれ撮影する技師、あるいは読影

する医師の質は一定に保たれなければいけない。そうする

と、そういう方たちに対する研修は必ず必要になってきま

す。 

いま座長がおっしゃったように、「専門教育」という言葉

が非常にファジーな言葉で、何を言っているのかちょっと

わかりにくいので、きちんとした一定の研修を修了した人

が望ましいというようなもので、今後はどの程度のニーズ

が発生してきて、現状のいまの技師では対応できないとす

れば、いきなり研修を修了した人でなければいけないとい

うことまでは言いにくいにしても、将来的には、きちんと

ある一定の質を担保するために、そういう研修会を学会が

きちんと設けて、その中で研修を修了した者という形の位

置づけにしていただければありがたいと思います。 

○門田座長 そうですね、私が気になっていたのもそこだった

のです。いま今村先生におっしゃっていただきましたけれ

ども、内容は別の問題にしても、最初からそれが完璧にで

きるということを言い出すと前に進まないことになります。

ここのところは、もう少しわかるような表現に切り換えて

いただきます。そのほかに、ここの「人的要件等」のとこ

ろで追加すべきことはありますか、これだけで OK ですか。 

○山本先生 同様のことが、読影する側にも言えると思うので

す。放射線科の専門医が全員読影できるわけではないので、

「診断は Aiに関する研修を修了した」というのを付けてい

ただけると、ある程度の知識を持った臨床の先生、あるい

は救急の先生も、この Aiの読影には必ず携わることになる

と思います。そういう知識を持った病理の先生、法医の先

生も入ってくることができると思います。まずは、この研

修を終わった方々が読影に関与する。それでわからなかっ

た場合には、放射線科の死亡画像の専門家にコンサルトで

きるような仕組みを作るのがよいと思います。 

もう 1 つ、読影というのは単に写真を見ましたで終わる

わけではないので、必ず報告書を作成して、それで Aiの検

査が終了することを必ず入れていただくこと。その結果を

遺族、あるいは医療機関にも必ず報告できる状態にしてい

ただかないと、Ai の検査の意味がなくなってしまいますの

で、そういうことを是非とも入れていただきたいと思いま

す。 

○門田座長 ごもっともなご意見と思います。読影ということ

だけで終わるのではなくて内容、それから報告書には最後

までのところが記載されておく必要があるということ。先

ほどのお話は、放射線専門医よりも、Ai の研修を受けてい

れば、放射線科の専門医でなくても、普通の臨床医でも、

場合によっては病理でもいいですということをいまおっし

ゃいましたが、そちらのほうが幅広くある程度の研修を受

けた人が、幅広い診断をして、わかりにくい場合には放射

線科の専門医という段階的なことを提案していただいたと

思いますが、そういうことでよろしいですか。 

○医政局総務課医療安全推進室長 いま山本先生が言われまし

た、病理医の先生、あるいは法医の先生が読影をしていく

みたいなことについては、どの程度踏み込んだ形で書いて

いったらいいのかというのはちょっと試案するのですけれ

ども、いかがでしょうか。 

○相田先生 病理の先生や、法医の先生が画像を読んでいただ

くこと自体は構わないと思うのですが、その先生が同時に

解剖をする場合には、どうしても自分が解剖した所見が画

像のほうに入ってくるのであれば、独立性というか公平性

が保てないような気がいたしますので、基本的に画像診断

は独立して行われればいいのではないかと考えます。 

○門田座長 相田先生のお考えでは、解剖を担当する人は別と

考えたほうがいいのではないかということで、いわゆる放

射線科医ではない、ここの文章では「臨床医」という表現

になっていますが、そういう人たちは含まれてもいいと考

えていいのですか。 
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○相田先生 Ai の研修を受けたとしても、基本的に放射線専門

医は当然機械とかいろいろなことに詳しいですから、それ

のほうがよりベターだとは思いますけれども、現実にマン

パワーの問題とか、現場で対応できるかを考えると、臨床

の先生が読影レポートを書くことには結構抵抗があるので

はないかと思うのです。してくださるのであれば、当初は

仕方がないというか、広める意味でもいいのではないかと

思います。 

○門田座長 Ai の研修の内容がここで問題になってくるのでし

ょう。いまはシンプルに研修が終わっている、研修ができ

ているということで我々は理解しているから、その辺りは

どのぐらい難しいものか、本当にその入口のことだけで終

わるのかそれとも関係してくると思いますが、できれば幅

広いところで Aiというものを少し勉強していただいて、み

んなでできるだけそういうものを参考に物事を考える方向

性、そういう社会全体のエデュケーションを含めても、幅

広くということをひとまずは入れておくほうがいいだろう

という解釈でよろしいですか。そのほかに、(2)で追加して

おくことはありませんか。 

○警察庁（オブザーバー） 警察庁の者ですけれども、先ほど

山本先生がおっしゃられました、前からご発言ではありま

したけれども、読影をした結果報告書を書くということを

はっきり明確にすべきだということをおっしゃいました。

私どもは、あくまでも犯罪死見逃し防止が目的です。ただ、

誰が読影するか、どのように判断するかは別にして、その

結果解剖をすることがあろうかと思います。時には解剖所

見と、読影の所見が当然異なることがあろうかと思います。

読影の報告書というのは、法的にどのような性格を持つも

のになるのでしょうか。 

○門田座長 難しいですね。 

○池田先生 法医学者の立場からすると、山本先生のおっしゃ

る読影報告書に限らず、解剖前に臨床のカルテとかいろい

ろな物が出てきて、それによって解剖をして、結果が違う

ことはいくらでもあります。最終的には、少なくとも司法

解剖の場合には解剖した者の責任なので、読影報告書が違

ったら、それはそれで不十分な報告書だったというだけの

話だと思っています。ですから、最終的にそれをどう判断

するかは執刀医の責任ということになると思います。 

ただ、病理解剖の場合の扱いについては、私自身はどの

ようになるのかなと。臨床の現場において、病理の報告書

と臨床所見が全然違った場合、あるいは悪性度が違ったよ

うな場合の扱いと、おそらく同じような扱いになるのでは

ないかと考えているのですが、それ以上でもなく、それ以

下でもないというものだと思うのです。前にもお話があっ

たと思いますが、本来解剖する場合は特に問題はないと思

うのです。問題は、解剖しなくて、その読影報告書だけで

死体検案書を書いて、それが違っていた場合に、読影報告

書の法的な位置づけがどうなるか、そちらのほうが大事な

のです。 

いまのご質問のように、解剖があった場合には特に問題

はないと思っています。解剖しなかった場合の位置づけに

ついては、私も質問したいと思っています。 

○門田座長 これは、どこを調べたらよろしいのですか。前か

ら、この診断ということと所見を述べるということをディ

スカッションしたことがありますけれども、その診断に。 

○隈本先生 普通の検査伝票とか、病理診断の診断書と何ら変

わりないと思います。特に、特別な法的な意味合いがある

ものではないと思います。何か特殊な資格を持った人が、

その職責において何かを書いたということであれば別です

けれども、医療が行われている中で、いろいろな伝票とか、

いろいろな報告書とか、カルテとかもありますし、看護記

録もあるわけですので、それと同じ法的な意味でいいので

はないでしょうか。私はそう思います。 

○門田座長 これが警察庁のほうに持っていかれた場合に、医

療現場には、いまおっしゃられたようにたくさんそういう

ものがあります。警察庁のほうへ行って、これが何がしの

犯罪絡み云々ということの責任になったときには。 

○隈本先生 仮に犯罪においても、特に検視の報告書とか、司

法解剖の報告書という、法的な意味づけのあるもの以外は、

すべて医療の中で出てくる書類の 1 つであります。いわば

証拠の 1 つにすぎないのではないですか。特別に、法的な

制度をいまから作って、その制度の免許を持っている人が

やるというようなものではなく、臨床の中で出てくるもの
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だと理解していいのではないかと感じます。 

○池田先生 私も、いまのと全く同じ考え方です。先ほど私は

言いすぎたところがありましたが、例えば死亡診断書を間

違えたらどうするかということですが、最終的にはその死

亡診断書を書いた人の責任になります。先ほど言いました

ように、司法解剖鑑定書とか、死亡診断書のような書類の

場合には責任が発生しますけれども、報告書のようなもの

は一般的に臨床の先生方、放射線科の先生方が書いている

報告書と全く同じものなので、極端な間違いがあった場合

には、場合によって民事的にということはあり得るかもし

れませんが、一般には刑事的に、あるいは司法の場に出て

も、それが間違っていたからどうこうという刑事的な責任

とか、法的責任を伴うものではないと思います。一般的に

先生方が日々の臨床で書いている報告書、読影の報告書、

病理診断の報告書、あるいは臨床のカルテと同等のものだ

と考えればというか、それ以上法律が整備されていないの

で、そのように考えればさほど問題はないのではないかと

思います。 

○相田先生 全く賛成なのですが、警察の方がもしそれを法的

に利用したいのであれば、画像データは客観的に残ってお

りますので、それなりに専門家に持っていって、鑑定書と

いう形で、その画像診断に基づいた鑑定書を書いてもらえ

ば何の問題も起こらないのではと思いますが、いかがでし

ょうか。 

○門田座長 いまの意見はいかがですか。 

○警察庁（オブザーバー） 基本的には、先ほど池田先生もお

っしゃられましたけれども、通常いま私どもは犯罪死見逃

し防止の観点からの死因究明では検視を行っております。

その際に、通常は医師のご理解をいただいて、検案医の問

題もこちらでも提起されておられましたけれども、検案医

の方に医学的な診断をしていただいて、当然検案書の作成

も含め、警察の医学的知識の足りない部分をご判断いただ

いているところがありますが、性格的にはそれと同じよう

に、一貫として位置づけることができるということですね。 

○門田座長 位置づけは大体そのようなことになって、この辺

りのディスカッションはここに挙げてありますように、臨

床医に Aiの研修をしてもらって、読んでくださいと持って

いったときに、そんなうるさいことに巻き込まれるのはい

やだという方向になる危険性が出てきます。いまおっしゃ

っていただいたように、さほど法的云々というものではな

くて、一報告書、普段やられている報告書と同じような感

じの所見を書いてもらうのだということで、それ以上のこ

とについては余分な仕事をお願いしているようなところも

あるので、してもらえない可能性がありますから、そうい

う位置づけはそれでよろしいですか。本日の皆さんのご意

見では、そのような扱いにするということで、(2)のことに

ついては、ひとまず今回は読影のほうと、撮影のほうの 2

つということで、その内容はいまいただいた内容を少し整

理してもらうことにいたします。次に(3)について事務局か

らお願いいたします。 

○医政局総務課医療安全推進室長 1 点言い忘れてしまいまし

たが、前回この報告書の中で、CT なのか MRI なのかという

議論がありましたが、基本的な方向性としては、CT を中心

に議論してきたので、CT のところをイメージしていただい

た感じで書いていただくご議論をいただくということです。 

○門田座長 前回の話では、全国的に展開することを考えて、

CT ということでやる。そして MRI というのは付加的にでき

る所はやっていくということについてとやかく言うもので

はないけれども、今回全体としては CTをというふうに皆さ

んからご意見をいただいたと私は思っています。 

○医政局総務課医療安全推進室長 本日、ここではその記載は

ないのですけれども、そのことを前提でご議論いただけれ

ばと思っております。 

○門田座長 それで異議はないですね。 

                                  （異議なし） 

○門田座長 それでいってください。 

○医政局総務課医療安全推進室長 (3)「連携体制はどうあるべ

きか」です。ここでは、医療機関内での連携体制を想定し

て書いております。医療機関職員の死亡時画像診断への理

解が必要である。特に、診療放射線技師、放射線科専門医、

臨床医等の協力体制、連携体制が必要である。2つ目は、診

察・治療に訪れた患者への周知と理解を図るための医療機

関の連携体制の構築が必要である。 
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1 点目は、医療機関の医療従事者同士の理解を高めてい

くとか連携ということをイメージしていて、2点目は患者さ

んに対しての周知の観点から連携体制の構築はやはり必要

だろうという観点でとりあえず置かせていただいているも

のです。 

○門田座長 この点はいかがでしょうか。 

○今村先生 書き方の問題なのだと思うのですけれども、最初

の「医療機関職員での死亡時画像診断への理解」というの

は、おそらく開始するときに、自医療機関がこういうこと

に取り組むときの理解であって、一度開始されてしまえば、

あまりそこの部分は問題ないのかと思っているので、あく

まで開始時のという限定なのかなということです。 

その後の「技師、放射線科の専門医、臨床医の連携体制」

というのは、Ai に限らず通常の日常診療でも基本中の基本

なのです。要するに、日常診療に影響しない形で、円滑に

Ai を実施するための体制整備が必要であるというような意

味なのかと思っています。この「連携」という言葉はなか

なかファジーな言葉なので、もう少し明確にしたほうがい

いかと思います。 

同じようにこれは大変大事な問題で、「患者さんへの周

知・理解を図るため」というのは、医療機関の連携ではな

くて、医療内の体制の整備ということだと思うのです。い

ろいろな掲示をするとか、逆に患者さんにわからないよう

な形で実施するのかどうかは別として、中の連携というよ

りも、体制の問題なのかと思います。言葉の問題ですけれ

ども、そのようにしたらいかがかと思います。 

○門田座長 確かに、いまは Aiのことを頭に入れて文章をまと

めているとこういうことになりますが、医療を考えたら、

ほとんどの場合にそれが完全な基本であることは言うまで

もないことですので、表現の方法はまた少し考え直してい

ただきます。いまのはごもっともなことなのですが、その

ほかにはいかがですか。 

○宮﨑先生 ただ、Ai は診療ではないのです。診療であれば、

当然この前半の文章は当たり前なのですが、診療外でやっ

てもらうということで、やはり院内の関係職員の理解とい

うのは非常に大きいキーワードになります。だから、いま

のことだけでは済まないということです。 

○門田座長 これは、最後にもう一回お諮りしたいと思ってい

たのですが、いまおっしゃっていただいたとおり、いろい

ろなことを考えていく上に、死亡時画像診断という位置づ

けが診療ではないことを病院でしています。先ほど宮﨑先

生が言われたように、それに対しての協力云々ということ

も、そこのところをどう考えるかというのは、一度いろい

ろな角度でディスカッションしていただけたらと思ってい

ました。まさにその点をご指摘いただきました。後々で問

題になるのだったら、そのことについて先にご意見をいた

だきましょうか。 

○今村先生 私が申し上げたのは、最初の部分の「理解が必要

である」というのが要らないということではなくて、あく

までもその医療機関がこういうことを開始するに当たって

は当然院内の関係職員の理解が大変重要であると。その後

は、たぶんそういうことは院内で日常に行われるようにな

れば、あまりそういう連携という話ではなくなるので、当

初の開始時の話だろうということで、あえて申し上げたと

いうことです。 

○門田座長 今村先生におっしゃっていただいたことはそのと

おりだと思うのですが、その後の全体の話をゼネラライズ

して、病院の中におけるいろいろな職種の人たちの連携プ

レーということは当たり前だということは、まさにそのと

おりだと思います。そして、先ほど言いましたけれども、

死亡時画像診断というものが、診療ではないというものを

どう考えるかということが、どういう形で皆さんに理解さ

れ、そしてその施設が理解し、それに対応するかというと

ころは、いままであまりやられていなかったことを、改め

て今回この検討会で、Ai ということは積極的に取り組むべ

きであろうと。 

そして、その中にあっては現在診療している病院も、場

合によってはそれに協力するというのか、そういう検査を

やりましょうという話になったときに、Ai という 1 つのこ

とを行うことをどのように考えて、どのようにしておくか。

そこのところの考え方が必要なのかなと。 

○北村先生 ヒアリングの中でもお話させていただきましたけ

れども、Ai というのはデータの取扱いも含めて感染症の問
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題とか、遺体の状態とか、搬送方法とかいろいろなことが

あると思います。そういう意味では、各医療施設の中でそ

ういうガイドラインをある程度作成しておかないと周知徹

底ができない。職員同士の共有化は必要だと思います。さ

らに、ここで言うなら全体的なガイドラインを作って、そ

れをモデルケースとして提供できないかなと。そこまでし

ていただければ、かなりありがたいと思っています。 

○門田座長 そのガイドラインというのは、具体的な行い方の

ガイドラインということになりますか。 

○北村先生 そうです、技師会としては CT作成のためのガイド

ラインという形で、前準備から終わりの撮像の後のガイド

ラインを作成させていただいたのですが、そういう意味で

も各施設で必要不可欠なことをまとめるということだと思

います。 

○門田座長 これは施設にお願いするにしても、こういうこと

をここで検討を始めたわけですから、できれば全体的な、

大きな枠でのガイドラインがあればそれに越したことはな

いとは言えるのだと思います。 

○塩谷先生 先ほど、Ai は診療の一貫ではないとおっしゃった

のですけれども、当院のような救命救急病院ですと、日本

全国このような病院が多いと思いますけれども、来院時に

心肺停止状態の患者さんのほとんどは亡くなってしまいま

す。このような方の死亡診断書を書くために、死後 CTを行

っています。ですから、いままでは診療の一貫と捉えては

いました。「診療」という言葉の定義は、生きた人に対して

やる医療であるということでよろしいのでしょうか。 

○門田座長 私は、それは責任を持ってお答えしないのですが、

前にもそういうことで診療の中で、診療の費用としてやる

ことはだんだんと減ってきているという話がありました。

ですから、そこには何がしの問題点はあるわけですから、

そこの整理をする必要があるのではなかろうかということ

で、診療とはなんぞやというのは、ギリギリのところでや

られたものはどうかというのは私は言えません。 

明らかに、いま言っている中でも、院外で発生した死体

が異状死体も含めて検査をすることになれば、これは全然

違います。ですから非常に微妙な、来院時の心肺停止でも、

まだリサステーションすればなんとかなるか、ならないか

というような段階でやっているケースは間違いなく診療だ

と思うのです。でも、そのまま返ってこなくなったときに、

結果的には死亡してからというか、完全に心肺停止の段階

で引き取ったものをどう考えるか。その辺りの整理をどこ

かでしておく必要があるのかなと思ったので、いまお話を

いたしました。 

○隈本先生 診療とはなんぞや、ということについて、突き詰

めて考える必要がこの検討会としてあるかどうかというと

ころは、いろいろ人によって考え方も違うので、むしろこ

こで議論すべきは、Ai をやるに当たって、どういう費用負

担だとか、どういう体制をとるかということです。それが

決まれば自ずからやるべきことが決まるのであって、それ

でいいのではないかと思います。 

例えば、今回の検討の目的は、明らかに、社会として犯

罪死の見逃しをなくし、同時に医療の質も向上させるとい

うことがあるわけです。そこの目的さえしっかりしていれ

ば、これは診療であるのか、ないのかということはあまり

関係ないのではないかと思います。病院の中でも院内学級

というのもあります。その院内学級を、診療かと言えばそ

うではないけれども、病院の立派な機能として、長いこと

入院している子どものために教育が行われていたりするわ

けです。これは診療ではないのだから、病院でやるべきで

はないのではないかという話にはならないわけです。何か

目的がしっかりしていれば、これはこういう社会的な目的

があってやるのだから、病院内でやってもいいではないか

という合意さえできれば全然問題ないと思います。 

問題は、お金をどこから出すのかという話だけだと思い

ますので、そこはちゃんと議論して、それで病院としての

機能、医療としての機能としてこういうものもあるという

ことをはっきるさせる。犯罪死の見逃しだったり、医療の

質の向上のために付随する、いろいろなものの中の 1 つで

あるというふうに位置づけたらいいのではないでしょうか、

どうでしょうか。 

○宮﨑先生 Ai をスタートするときに院内で、まさにいまおっ

しゃったような合意が別個に要るのですと私は言ったので

す。だから、Ai を本来の意味の診療行為から外れるかとい
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うわけではないのですが、一般的に医療従事者は、生命あ

る人のために働いているという意識があります。それを、

放射線技師さんにしろ、看護師さんにしろ、うちは Aiをス

タートするということで、既にお亡くなりになった人のた

めに余分なことをしていただくわけですが、それに当たっ

てはそういう合意が必要だということです。これは、病院

としてそういう機能を必要としているのだという合意が別

個に要るでしょうということを言いたかったのです。 

○隈本先生 私も賛成です。 

○今村先生 いまご指摘のとおり、当然病院の中での合意は必

要だと思うのです。ただ国を挙げてこういう制度として実

施していこうという話になると、病理の先生は病院の中に

いて、先生のおっしゃる診療ではない、もう亡くなった方

に対しての仕事をされているわけです。当然それと同様に、

亡くなった方の死因を究明するためのシステムとして、Ai

というものを国が考えるのだという大きな枠組みをしっか

り国が出した上で、実際に実施する医療科の中での合意を

またきちんと取っていただくという話なのかなと思ってい

たのです。亡くなっている方だから、全く別の仕事だとい

うことの概念そのものを変えていくことが大事なのではな

いかと思います。 

○池田先生 いまのお話のとおりで、ここで診療なのか医療な

のか、あるいは極端な話が医学なのかということを議論す

ると、せっかくある程度のところでコンセンサスが得られ

たのに、議論がまた最初に戻ってしまうような気がするの

です。 

最終的には 1 県に 1 台死体専用機があって、そこにそれ

を専門にする放射線技師さんがいて、専門にする読影の先

生がいて、そういう所で読影ができれば別に病院へ持って

いかなくてもいいというシステムになるような、そういう

のを求めるために提言するのか、とりあえず CTはどこの病

院にもあるので、そういう中でやろうかということで、そ

の間を取ってこのような表現になっていると理解している

のです。これはこれで、それ以上診療行為なのかどうなの

かという議論をしないで、将来的には皆さんもいろいろ考

えはあるのだろうけれども、いまの段階では病院内で実際

にやらなければいけないので、いろいろな所との連携も必

要だし、協力も必要なのだという表現でよろしいのではな

いかと思います。 

○門田座長 わかりました。座長のほうからややっこしいこと

を言ったがために、前に進まなくなってしまいました。本

日は、最後のほうの「死亡時画像診断にかかる費用負担の

あり方」のところでどうしても触れざるを得ないところが

あります。それを考えていたので話題になったので前に持

ってきましたが、これはお金のところで話をするというこ

とでひとまず置かせていただきます。 

(3)のところでは、スタートの段階における皆さんの理

解ということで、確かに病理診断、その他について見ます

と大昔からあって、ごく当たり前だと思っているところが、

新たに Aiということが行われるとなった、新しいことが起

きているときに、それにどう対応するかということで、そ

こには十分な配慮が必要であるということをおっしゃって

いただいていると思います。 

 ここまでよろしければ、次に「医療機関外の連携体制」

に進ませていただきます。 

○医政局総務課医療安全推進室長 頁がまたがってしまって恐

縮ですけれども、「医療機関外の連携体制」ということです。

3 頁で撮影や読影に関して後方支援機能を有する機関との

連携体制を確保していくことが必要であるとの論点を挙げ

ております。 

○門田座長 これは、前から主に読影のほうで話がありました

が、撮影についても後方支援ということがありますか。 

○北村先生 撮影について、いまはセンター化はできないよう

な形になっていますので、たぶん後方支援という意味では、

Ai センターのほうで読影の支援をしてもらうとか、これに

ついてはそういう関係だと思うのです。この、後方支援機

能というのは、そういう意味で書いたのかと思っています。 

○医政局総務課医療安全推進室長 ここでは、主に撮った後の

読影をどうするかを中心に書いております。撮影のほうは、

いま先生がおっしゃいましたように、後方支援というイメ

ージは馴染まないということであれば、読影のほうを中心

にみたいなニュアンスに方向転換するのかと思っておりま

す。 
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○門田座長 前のディスカッションでも、ある程度特殊な腐乱

死体を除けば、院内での問題点はいろいろあるにしても、

この撮影そのものをいま技師さんがやっている技術でもっ

てとやかくということはないとおっしゃっていただきまし

たので、後方支援は特に診断のほうだと、読影のほうだと

いうことで、この文章はまとめていただきます。「医療機関

外の連携」というのは、これが警察絡みになったときの話

はここには入らないのですね。 

○医政局総務課医療安全推進室長 基本的に医療機関で撮影し、

それをどう読んでいくかという場面をここでは想定してい

ます。 

○門田座長 そうですね、(4)は実施体制ということですからね。

この点についてはよろしいでしょうか、また何かありまし

たらそのときにディスカッションすることにして次に進み

ます。(5)「全国的な体制に向けての考え方」をお願いいた

します。 

○医政局総務課医療安全推進室長 ここは、項目として 5 つほ

ど挙げております。全国で均質的な死因究明を行うために

は、先行事例、既設置施設等の状況を把握する。死亡時画

像診断に対するニーズを把握し、その結果を基に死亡時画

像診断が実施できる施設を、各都道府県に 1 カ所ずつ設置

するなど、全国的な展開を検討することが必要である。医

療機関で死亡した遺体と、医療機関外で死亡した遺体では、

死亡時画像診断を実施する施設（機関）は異なるほうが望

ましい。医療機関内で死亡した遺体は、原則として当該医

療機関において死亡時画像診断を行い、医療機関外で死亡

した遺体については、原則としていわゆる Aiセンター等に

おいて、死亡時画像診断を行うべきである。既に死亡時画

像診断を実施している施設を活用すべきか、新たに実施施

設を設立すべきか引き続き検討が必要。死亡時画像診断の

普及には、厚生労働省の補助事業である、診療行為に関連

した、死亡の調査・分析モデル事業において、死亡時画像

診断を実施し、知見や経験を積み上げていくなどが望まし

い。取り急ぎ、先生方の意見を基に 5 点ほど掲げておりま

す。 

○門田座長 これは、いろいろな考え方があっていいと思うの

ですが、いかがでしょうか。1番目は「全国で均質的な死因

究明を行うためには、先行事例、既設置施設等の状況を把

握する。」ということですが、全国的な体制に向けての考え

方で、まず全国的な均質のそういうことをする必要がある

とか何か、そういうところからスタートするのでしょうか。

いままでの話でも、全国的に均質なことでできるというこ

とがある程度前提のような感じで話をしていたような気が

するのですが、それは、ここでは「ためには」になってい

るのですが、「まずする必要がある」とか、「する方向が望

ましい」とか、そういう方向の文章がここに来るのではな

いですか。 

○医政局総務課医療安全推進室長 とりあえず置いている意図

は、全国的な体制をしっかりつくっていく方向だというの

は、この検討会として既存の方向性だということを当然の

こととして置いてあります。そのためには先行事例がいく

つかあるでしょうから、その辺りの状況をまずは把握する

ことが必要なのではないかというニュアンスで置いている

ところです。 

○門田座長 ここには「はじめに」がないのだけれども、前回

も「はじめに」のところに何がしのものを加えましょうと

いう話がありましたが、ここに来るのですね。だから、そ

れは言わずもがなでいいのだと。 

○隈本先生 意見を言わせていただきます。この報告書は現状

の先行事例を把握した上で書かれるべき報告書だと思うの

です。だから、ここに「把握する」と書いてあるのではな

くて、把握した結果がここに書かれておくべきだと思いま

す。全国的な今後の体制整備のためには、先行事例で既に

業績や実績を上げている所をちゃんと調べて、それが報告

書に盛り込まれていて、これを何らかの形で広げていくべ

きだという提言を書くほうがいいのではないでしょうか。 

○門田座長 確かに前回も出てきましたけれども、全国の 10何

大学で始まってきているし、徐々に伸びてきているとか、

あるいは班研究でのデータもあるということで、少なくと

も我々はある程度そういうことを参考に方向性を決めてい

こうとしているので、ここで改めてもう一回その状況を調

査して何とかというと、また振り出しに戻るような感じに

も取れます。 

○隈本先生 検討会のメンバーにも先行事例の方がいらっしゃ
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るので、事務局のほうで取りまとめていただいて、現状は

こうであるから、今後はそれをもっと全国的に広げるよう

にするという書き方が正しいのではないでしょうか。 

○門田座長 私もそうかなと思いますが、皆さんはいかがです

か。1番のところは、全体の 2番目に「現状」というところ

があります。この辺りに、少なくとも現在行われている、

わかっている範囲内のことは現状として入ってくるという

ことから、ここではその次のステップで目指すのだという

方向にする、ということで記載をちょっと変えていただき

ます。 

その次はそうなっているのでしょうか。「都道府県に 1カ

所ずつ設置するなど、全国的に展開を検討することが必要

である」となっています。「全国的な展開を検討することが

必要である」、あるいはもう一歩突っ込むのですか。検討が

必要なのではなくて、それをあれするためには「展開する

必要がある」、「検討をする」ではなくて、その次の検討を

通りすぎたような表現ではどうですか。 

3 番目は前回ディスカッションしたことだと思います。

ここは、前回大体こういうご意見だったと思うのですが、

よろしいでしょうか。いま改めてご意見はありますか。 

○今村先生 確認なのですけれども、「診断までもそこの施設

で」というふうに読み取れるのですけれども、これはあく

までも「撮影」という意味ですよね。ですから、診断につ

いてはいろいろな方法があるということが、たぶん前提に

なっているので、あくまで撮影はこの原則で行うというほ

うがいいかなと思いました。 

○門田座長 確かに先ほどのあれでも、読影・診断については

後方支援、そこだけでは完結しないという表現にもなって

いますから、診断のところまでこういう形で書く必要はな

い。いろいろご意見をいただいて、次までにそれを修正し

たものでディスカッションしていただくということでよろ

しいでしょうか。 

○池田先生 私も、いまの今村先生のご意見に賛成です。蒸し

返すようですが、先ほど警察庁からも話がありましたが、

診断ということは先ほどの話で、報告書までを作るという

ことで、そのまま当該病院で死亡診断書、あるいは死体検

案書までを発行するとなると、同一病院で行っているとい

うことで、先ほどもありましたように結局逆のことで、我々

法医学者が読影して、それをそのまま解剖するというのは

望ましくないというのと全く同じです。 

逆に言うと、当該病院でそのまま診断までして、報告書

に基づいて死亡診断書をもしそのまま書いてしまったよう

な場合には、先ほどの責任も含めて問題が生じる可能性が

あるので、読影は別、あるいは診断は別で、撮影までは当

該病院で行うというのならよろしいと思います。そこから

先はうやむやにしておくというか、診断についてはいろい

ろな基準がありますので、そちらのほうに任せる。ここで

「当該医療機関において死亡時画像診断を行う」というふ

うにすると、すべて行ってしまうというように取られがち

だと思うのです。もし明記するのなら「撮影までを行う」

でよろしいのではないかと思います。 

○医政局総務課医療安全推進室長 ここは、まさに前回ご議論

いただいて共通認識ができたのではないかと思うのです。

いま今村先生に言っていただいたように、撮影までの手順

のことなので、読影のことはこの先の話だよというニュア

ンスが入っていると私は理解していますので、今村先生に

おっしゃっていただいたようなことを中心に、修正等をし

ていきたいと思っております。 

○門田座長 そのようにお願いいたします。その下の「施設を

活用すべきか、新たな実施施設を設立すべきかは引き続き

検討が必要」というのは、とにかく全国的に展開したいと

いう基本的な方針があるのですよね。いま実施している所

は、それでは十分ではないというのも皆さん認識している

ので、ここの表現というのか、少しニュアンスが変わった

のではないか。新たな実施施設ということを施設も含めて

理解してもらい、できるものがあればその専門の所を作っ

てでも広めていくという基本的な方針、その辺りの表現で

いいのではないですかね。皆さんどうでしょうか。 

○医政局総務課医療安全推進室長 事務局においてと言うのも

おかしいかもしれませんが、4番目については流れがちょっ

と違和感があるようにも思いますので、いまの流れで行く

のであれば、4番目はなくてもいいのかなとは思います。 

○門田座長 何か書くのであればもう少し別の書き方で。でも、
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上のほうに広げていくことも方向性を示しているので、な

くてもあまり問題はないと。 

最後にモデル事業との関係を特別に拾い上げていただい

ているのですが、モデル事業の中においてもするというこ

とがあってもいいけど、モデル事業において診断を実施し、

試……を積み重ねていくことが望ましいという、非常に限

局した話を。あるいはモデル事業ならモデル事業も、こう

いうことを加えてやってみるというのだったら分かるので

すが、実施するために、こちらを利用して経験を積むとい

う表現は、非常にあれになってきますよね。 

○医政局総務課医療安全推進室長 ここだけではないというニ

ュアンスが出ればよろしいのです。 

○門田座長 こちらからすれば、モデル事業にも是非使ってほ

しいと。Ai の検討委員会とすれば、解剖だけで非常に限ら

れたものになっているが、それを上手に利用してもらって、

Ai を進めるためのモデル事業ではなくて、モデル事業にも

そのような観点から、大いに広めていってほしいというこ

とで、ちょっと向きが違うのかと思います。 

○池田先生 先生のおっしゃるとおりで、その前段階で「死後

画像診断の普及には」とありますが、ここは要らないと思

います。 

もう 1 つは、私自身もいまモデル事業に関わっています

が、モデル事業のほうの考えでは、折角大金を払っている

のに、今は承諾をして解剖した症例しかできないので、も

のすごく症例が限られている。場合によっては死後画像診

断を利用して、要するに死後画像診断で済ませて解剖しな

い症例についても、モデル事業で検討を始めたいという意

向が明らかに見えています。それがいいのか悪いのかはモ

デル事業なので私が言う立場ではないのですが、普及のた

めに望ましいと限ってしまうと、結局逆に普及を妨げるよ

うになり兼ねないので、少なくとも前段階の「普及のため

に」という所は消していただきたいと思います。これを書

く必要があるのかどうかというのは、よその事業に対して

書く必要があるのかという気はします。 

○門田座長 そうですね。関連性がなきにしも非ずということ

は話題にもなっていたわけで、この文章も拾い上げてこら

れたのだと思いますが、いま池田先生が言われたように、

少なくとも「普及のためには」という表現だと方向性が狭

くなってしまうので検討しましょう。 

 「全国的な体制に向けての考え方」で、そのほかに追加

すること、落ちていることはありませんか。いま一つひと

つ見ていますので、全体はまた見直していただいて、全体

を通してご意見をいただくというステップが必要かと思い

ますが、いま何か思いつくことがあったらおっしゃってい

ただきたいと思います。 

○山本先生 ここに入るかどうか分からないのですが、Ai を誰

がオーダーをするかということです。検査の依頼があって

初めて診療放射線技師は検査をする。その結果を受けて私

たちは読影をするという受け手側なのです。 

 ただ、実際に Ai をやろうというのは、たぶん全国各地

の CTがある病院の先生方で、その先生方の中でも、特にご

遺族と相談して「これはやったほうがいいのではないか」

という話合いをすべき主治医の臨床の先生方です。それか

ら、もしかすると医療に対してちょっと不信感があるかも

しれない遺族、もう 1つは医療機関以外からだと警察です。

その場合は警察医などの死体検案書を書く先生方がオーダ

ーをしたほうがいいのではないか。まずエントリーのとこ

ろで、誰がオーダーをするか。その先生方あるいは遺族の

方々に Aiというものがあるということを知ってもらい、そ

れがどこでできるのだということを知っていただく必要が

あるので、そういった形の啓蒙活動みたいなことをやらな

いといけないと思います。Ai 自体のオーダーが発生しない

限りは、いくら私たちがこういういい制度を作ったとして

も、実際に使われないということになってしまいますので、

そういった形の国民レベルでの啓蒙活動を行うべきだとい

う意見を入れていただければと思います。以上です。 

○門田座長 全国的には医師なのか、あるいは国民全体に対す

る啓蒙活動なのかを含めて、どこか要るのではないですか

ということですか。 

○山本先生 乳がんのときのピンクリボンみたいな形で、Ai に

対しても、みんなに知ってもらうという動きがあればいい

かなと思います。 
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○門田座長 これはほぼ全国的な体制に向けての考え方で、前

のほうでは施設の中での考え方だったので、施設の中で職

員が理解をするということをおっしゃっていただきました

が、全国的に展開のために国民の理解が必要というのは、

なくてはならないのです。全国的体制に向けての考え方は、

前のほうに国民全体の啓蒙活動云々というのを、何か追加

しますかね。 

○医政局総務課医療安全推進室長 その点については、これま

での議論を通じて、もしかしたらちょっと不十分だったか

もしれません。そもそも広めていくためには医療機関全体

への知識の普及、国民全体の施設組織の普及等々が、個別

の事項に書くよりも、全体的に関わるような気もするので

すが、その辺りのお考えというか、感じをご議論いただけ

ればと思っています。 

○門田座長 少なくとも今回集まっている人たちの間で、また

その人たちの母体となっている所では進めている人たちが

ほとんどで、それをするためには自分たちが働いている施

設の中での問題だし、また警察を含めて、そういう方法が

あって云々だということですが、これはどこかに入れ込み

ましょうよ。 

○隈本先生 (6)の次にすぐ「その他」に行かずに、(7)で全国

的な国民的理解というのを作ったらいかがでしょうか。専

門家の育成の次でも、前でもいいのですが、もう 1 項目立

てて、実施体制の整備についてなのか分かりませんが、い

ずれにしても理解増進というのは絶対必要だと思います。 

○門田座長 そうですよね。「その他」で項目立てしますか。 

○医政局総務課医療安全推進室長 先ほど私が申し上げたのは、

まさにそういうことで、1つの所にかかる話ではなさそうだ

というところで、ご提案というかご議論いただければとい

う趣旨です。 

○門田座長 そうですか。いまの隈本先生のご意見で。 

○隈本先生 話はもっと戻って、全国的改正に向けての考え方

の論点整理の方向性の中の 2 番目で「各都道府県に 1 カ所

ずつ設置する」などと、まだ設置するかどうか分からない

ようなことを書いておきながら、次の△では「いわゆる Ai

センター等において」というように、もうそれが存在して

いるかのように書いてあるのは矛盾していると思います。 

まずその上のほうで、各 1 カ所は専用機など死後だいぶ

経ったものについても対応できるような設備をまず設置し、

その名前を Aiセンターと名付けるかどうかは別として、そ

の次の、「医療機関外で死亡した遺体については、その専用

機ないしは新設する何らかの設備でやるのが望ましい」と

書いてないと、順番的におかしいような気もします。 

○門田座長 確かにそのとおりですよね。事務局案は、比較的

控え目に書かれているのを、もう少し積極的にその辺りを

筋道を通して。 

○今村先生 ちょっと話が違う所で恐縮ですが、全国的な体制

の読影の(4)で、高支援機能を要する機関という読影をする

場所と、撮影した所が連携する体制ということですが、そ

の地域における連携と、そうではない全国的な読影をする

ような施設もたぶん必要になるのかなと。ですから、どう

いう整理をするかは別として、全国的な体制というところ

に地域での読影が不可能な例についてのバックアップ体制

という、読影についての全国的なバックアップ体制もあっ

てもいいのかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

○門田座長 そうすると、上の(4)では、地域内の支援という感

じですか。 

○今村先生 というような整理にしたほうが分かりやすいかな

ということで、地域で関係できない場合もあるかと思いま

す。そういう場合は全国の話かなと思ったのです。山本先

生の所などでは全国から受けるというお話もあるようなの

で、その辺はいかがですか。 

○門田座長 いまご提案いただいたような形で、少し全国と地

方を分けた感じで、(4)には施設から上がって、また施設の

周辺の所ぐらいということで、その次のステップになると

全国的規模での話を類似するが、個別に挙げて書いておく

ということでよろしいですか。そのほかに何かありますか。 

○北村先生 全国的な体制ということで、画像保管の関係かと

思います。これを一元化して、そういう意味では専門家を

育てる上でも、一元化していくことが、かなり重要な課題

だと思います。 
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○門田座長 画像の保存の問題ですか。 

○北村先生 画像の保存です。どこかにセンター化して、そこ

の施設だけで保管するのではなく、一元化していったほう

が、今後の画像の読影も含めた形の体制ができるのではな

いかと思っています。 

○門田座長 「その他」の 1 に画像診断の資料の保存と情報開

示ということで、ちょっと意味合いが違うのですかね。 

○北村先生 そうですね。これは「その他」にありますね。 

○門田座長 全体的な保存のところ。 

○北村先生 そういう意味では「その他」にありますが、これ

の全国展開をどうするかというのがかかってくると思いま

す。 

○門田座長 ひとまず体制では、保存のところは置いておいて、

データベース化のほうは、こちらで触れるようにしますか

ね。そのほか、いかがでしょうか。次に(6)の専門家の育成

に移りたいと思います。 

○医政局総務課医療安全推進室長 (6)に移ります。3 点挙げて

あり、専門家の育成の部分ですが、1点目として「誤診を防

ぐためには、放射線技師の撮影能力や、放射線科専門医の

読影能力の向上が必要である。特に小児の画像診断の専門

家が圧倒的に不足しており、その養成は急務である。読影

技術の向上を目指すという観点から、診療行為に関連した

死亡の調査分析、モデル事業の活用も必要である。関係学

会等による撮影や読影に関するガイドラインなどの作成が

必要であり、また関係学会等による専門医などの認定制度

も整備する必要がある」ということで、小児のことについ

ては、相田先生からコメントをいただいたことも記載しな

がら書いてあります。以上です。 

○相田先生 小児の画像診断の専門家の不足を書いていただい

たのは、全国展開で、例えば山本先生の所に小児の症例も

送れば、専門的な読影はしていただけると、私も信用して

います。 

いちばん問題なのは、脳死移植に絡んで、各施設で、も

し小児の脳死判定が行われた場合に、虐待をルールアウト

しなければならないことになっており、それは脳死移植判

定が起こってから時間の制約があるので、それぞれの施設

オン・サイトで、これは虐待ではないという診断がある程

度その場でできないと。まだ 18歳未満の脳死移植は行われ

ていませんが、現実にはお願いしても 30分で読影が戻って

くることはあり得ないわけで、やはりそういう施設ではオ

ン・サイトで診断できなければいけないのだろうというこ

とで、いまの専門家の人数では対応できないのではないか

と考えて、特に挙げていただきたいとお願いいたしました。 

○門田座長 小児の重要性というか、難しさは、何度もここで

話題になっておりますので、これについては皆さんは問題

ないと思います。ただ時間的な問題です。この子どもたち

がもし連れ込まれたりしたら、脳死になるというか、入院

機関中、あれこれやって脳死に陥って云々ということにな

って、いわゆる医療として画像診断をやりますよね。そう

いう意味では、いわゆる画像診断というのか、小児放射線

診断医という人たちでできるはずですよね。 

○相田先生 虐待をルールアウトするためには、それこそ全身

の Aiが必要で、脳死判定に至るまでの原病の場合は、基本

的にはその病気に関する部分だけを撮影しているのが通常

だと思います。そうなりますと、施設による考え方で、脳

死になりそうだから、先に全身を撮って念のために備えよ

うというのは、もしその子がリカバリーされる可能性を考

えたら、小児の被曝に関しては非常に厳しいので、無駄な

被曝と言ったら失礼ですが、病気以外のところを撮ること

はできないと思います。 

そうなると、脳死判定の後に全身の CTを撮ることになれ

ば、それは Ai であって、脳死判定がされたということは、

移植までにそんなに時間はないわけです。その時間のこと

を考えて、適切に移植医療のほうも運用していくのであれ

ば、その脳死判定を行った施設で、ほぼ虐待ではないでし

ょうと診断できる画像診断医がいないと、折角脳死判定を

して、ご家族が臓器を提供してくださると申し出てくださ

っても、臓器がうまく提供できないこともあり得ると思い

ますので、いまの人数ではかなりきついのではないかと思

います。 

放射線診断医の中でも「この子は絶対虐待ではないです

よ、大丈夫ですよ」と、その場で言ってくださる先生は、



 

14 
 

いまのところはまだそんなに多くないと思います。そうい

うことも含めて、一言入れていただきたいというのが小児

側からの意見です。 

○門田座長 文章はこういう形で「養成は急務である」でいい

のですよね。現場のことについてここでディスカッション

しても、専門の方かいらっしゃらないとあれなので、ここ

は「特に」という書き方で入っているということで、ひと

まずそれは入れさせていただくと。この文章で「誤診を防

ぐために画像をやるというのは引っ掛かりますね。 

○相田先生 そこは消してしまえばいいのです。 

○門田座長 表現があれですね。2番目にまたモデル事業が出て

きて。 

○塩谷先生 診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業と

いう言葉が出てきた理由というのは、カッチリ解剖がされ

て、画像も撮られていれば、1対 1で対比できるという意味

で、ここに名前が挙げられているのだと思います。だから、

読影技術の向上を目指すという観点から「さらなる画像と

解剖病理との対比検討が必要である」ということでいいか

なと思ったのです。その 1 つの例として、モデル事業とい

うのがあると思います。 

○門田座長 そういうことですよね。確かに今回は MRI は除い

ていますが、まだまだ検討段階という形からすれば、そう

いうデータの集積というのは、いろいろな所で何度も出て

おりますので、そういう表現に切り換えますか。 

○医政局総務課医療安全推進室長 追加して申し上げたいと思

います。対比という観点もそうなのですが、今日は放射線

の先生はいらっしゃらないのですが、モデル事業の中で、

これを活用していくという大きな方向性は進められている

ところで、実際に費用の額をどうしようかという相談も今

井先生等とさせていただいているところです。そのような

ことも通じて、Ai に関しての全体のレベルが上がっていく

ことも想定してありますので、対比のことも若干イメージ

をしながら書かせていただきたいとは思っていますが、い

かがでしょうか。 

○門田座長 何以外ですか。 

○医政局総務課医療安全推進室長 塩谷先生が言われたのは、

たぶん対比をしていくことによりということだと思います。

対比以外の部分も、そのモデル事業で頑張ってやっていこ

うという狙いになっているところですので、その辺りの対

比以外のニュアンスも、少し出させていただければと思っ

ていますが、いかかでしょうか。 

○池田先生 よく厚生労働省がそこまでおっしゃったと思いま

す。対比以外と塩谷先生がおっしゃったように、私も先ほ

ど言いましたが、解剖しない事例も死後画像診断だけでモ

デル事業の対象にしようと。モデル事業それ自身は別の組

織ですからいいと。いいか悪いかはモデル事業ですので、

そこで判断するものです。ですから、死後画像診断を進め

ていこうという立場の、ここの部門からモデル事業を活用

しようという言い方をすると、塩谷先生や私が考えるよう

に、解剖を前提にした検査ですので、モデル事業の委員会

でも、私自身は死後画像診断はものすごく有用だと主張し

ました。なぜかというと、必ず入院している人なので、生

前の画像もあるから比較ができるのでものすごく有用だ、

と私自身は主張したのですが、モデル事業に関しては、解

剖をして比較するという前提の下での事業なのです。 

いま厚生労働省の人は、それだけではないといみじくも

言いましたが、要するに、解剖しないで、場合によっては

死後画像診断だけの例もモデル事業に載せようと。あるい

は将来、医療事故が疑われた例についても使おうというこ

となので、それ自身が死後画像診断の普及・発展につなが

るかどうかには、若干疑問がありますので、できまたら、

こういう文言はこちらから発信しないほうがいいのではな

いかと私は思います。 

○門田座長 その辺り、ほかの委員はいかがですか。確かにこ

の検討会のスタートの段階から、診療関連死をどのように

するかというのは、ずっとくっ付いて離れてということで

進んできているので、皆さん意識されていると思います。

建て前上は一応医療関連死云々ということには直接は関係

ないということで、ひとまず今回の報告書をまとめるとい

うことで、皆さんに理解していただいていると思います。 

先ほど塩谷先生がおっしゃっていましたが、例えば、こ

うこうこうという表現であればともかくとして、それを諸
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に真正面からということは、あまりしないほうが、いまの

流れからすれば正しいのかと思います。ここだけではなく、

対比ということも、できるものについてはしても何も悪い

ことはないし、チャンスがあればそういうことをしていく

ということで、専門家の育成よりも内容のクオリティーを

高めるという表現になるかもしれませんが、専門育成のと

ころにこの表現。 

○隈本先生 画像診断してもわからなかった場合には解剖とい

う流れもありうる。という話がこの検討会でも出ましたよ

ね。その場合、そのほうが遺族のご理解を得られやすいだ

ろうと。そういう意味では、現在の低い病理解剖率を上げ

ていくという目標にも、この検討会は寄与するのだという

ことが、最初のほうで言われています。もしここに専門家

の育成ということで書くのであれば「画像診断後、解剖し

たケース等との比較において、診断の精度を向上させたり、

診断の限界を研究することが必要だ」とここに書いておき、

どうしてもモデル事業という言葉を入れたい場合は、その

例として「モデル事業などのデータも活用すべきである」

と書くぐらいにしておいたらどうでしょうか。 

要するに、ここで問題にすべきは、専門家の育成という

面では、死後画像を撮った後、これが最終的にほかの手段

でその死因が特定されることがあるとすれば、そこと照ら

し合わせて、常に診断技術をアップしていこうということ

を言えばいいのであって、それを一般論で書いておいて、

そこに「例えば、こういう例のデータも活用すべきである」

と。 

モデル事業の症例数などは限られているわけで、実際に

は、Aiがずっと普及していくと、Aiを撮った後、解剖した

という人が結構増えてくるはずです。そうしたらモデル事

業などより、ずっと数が多くなる可能性だってあるわけで、

そのほうが信頼性のいいデータが出てくるわけです。です

から、どうしても書くのだったら、例として書くというこ

とでどうですか。 

○門田座長 そういう方向で文章を考えていただいて、次回ま

でに出していただけますか。 

○医政局総務課医療安全推進室長 了解しました。 

○門田座長 最後に「学会等による作成・読影に関するガイド

ライン」です。先ほどガイドライン全体を言うのではない

かという話をしていましたが、ここは専門家育成というこ

とでガイドラインと。 

それから学会等による専門医などの認定制度も整備する

必要があるということですが、先ほど最低、臨床医、その

ほかの、まず最初は入口としてのあれを、このようにざっ

くり大きく専門医というようにポンと投げてしまう。何か

そのステップは要りませんか。それを専門医と言うのかど

うかは別として、Ai の某の研修を終わった者とか研修の内

容とか、どういうことができる者をどうするとか、専門的

な話に行く前に、ほとんどいない人に Aiの考え方あるいは

診断、読影の仕方の何かの教育、研修が必要であるとか、

そういう文章を 1 つ。今日は副座長がいないので、いま放

射線学会のほうで検討してくれているのですよね。 

○山本先生 現在の研修会について、私が知っている限りでは、

2つ大きく流れがあって、1つは放射線科の専門医の中で死

後画像の読影のエキスパートを育てるべく、放射線専門医

会が主催するミッドウインーセミナーの中で Aiの専門のセ

ミナーを、来年 1 月に 2 日間開催する予定です。これはど

うしても放射線科の専門医に限られてしまうので、私とし

ては、最初のオーダーをするエントリーな先生方にも、き

ちんと Aiを理解した上で、検査を申し込んでもらいたいと

いうこともあって、Ai 学会が来年 2 月の 5 日に開催される

のですが、それに合わせて Aiの講習会を千葉県で開催する

予定です。そちらのほうは Ai 学会が主催で、日本医師会、

日本放射線技師会が共同開催を行うものです。この案に関

しては、今村先生、北村先生と相談して、すでに各団体の

許可を得ています。このような形で、Ai に関係する医療従

事者に対して講習会を開催する予定です。以上です。 

○門田座長 放射線医学会のほうは、いま言っておられる Ai学

会と共催というのか、あれはないのですか。 

○山本先生 承認はしてもらっていますが、手続をまだしてい

ないのです。というのは、放射線学会のほうが理事の皆様

方が集まって決議をとるのが、来年の 4 月の放射線学会総

会時に開催される理事会の承認を経ないと正式な決定がで

きないのです。 
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○門田座長 でも、その方向性のディスカッションは進んでい

るわけですね。 

○山本先生 はい、大丈夫です。 

○門田座長 そうすると、そのステップと放射線の専門医が、

さらに高める何とかというと、やはり 2 段階の考え方にな

りますよね。 

○今村先生 私もいま座長ならびに山本先生がおっしゃったこ

とに賛成です。前回は地域の医師などがどうしても Aiを実

施し独英しなければいけない機会というのはあるので、こ

れから普及して拡大していく、広げていく中で、いきなり

専門医でないと Aiが実施できないとしてしまうと逆に制限

するようなことになってしまうと、普及にかえって良くな

いのかなと思う部分もあります。しかし、将来的なそうい

う課題ということではよろしいかと思いますが、その前の

ステップがまずあるべきだというのは全く賛成です。 

○門田座長 ありがとうございました。それは別な項目として。 

○医政局総務課医療安全推進室長 確認ですが、一言でいいま

すと、裾野を広げずという方向性と、頂点を高くするとい

う方向性と 2 つの要素が入ったような書き方にするという

ことで理解してよろしいでしょうか。 

○門田座長 そのとおりだと思います。ここまでよろしいです

か。 

○相田先生 報告書には申し上げなくて、直接関係ないかもし

れませんが、Ai に関する専門家も必要になるとおり、小児

の専門家のことをここでばかり言って、小児のほうの学会

が何も書かないのではいけないわけです。私が理事をして

いる小児放射線学会の理事会がちょうど来週行われますの

で、今回の Ai検討会のディスカッションの内容などを報告

したいと思います。小児放射線学会の場合は、小児の放射

線科医だけではなく、小児科医、小児外科医などが入って

おりますので、小児の領域に理解を広めるよう、努力した

いと思っております。 

○門田座長 ありがとうございます。とにかく今は国民的啓蒙

と言いましょうか。まず国民よりも医者仲間に幅広く認識

していただかなければ前に進みませんので、是非そういう

方向で行くことを記載していただいて、それぞれの所では、

その方向で活動していただきたいと思います。 

○北村先生 そういう意味だと(6)が、専門家の育成というのは

おかしいと思います。そういう意味では、質の確保と向上

というか、そういう意味になるのではないかと思います。 

○門田座長 質の向上と。 

○池村先生 言葉についてはお任せしますが、質の確保と向上

ですかね。 

○門田座長 専門家から、もう少し広げる方向で。ということ

で 4 の実施体制の整備はよろしいですか。全体を通してま

とめ直したもので、またディスカッションをお願いしたい

と思います。今日は時間内に終わりまで行きたいと思いま

すので、次に進ませてください。「その他」ということで、

死亡時画像診断の資料の保存と情報開示について、これも

添付資料もありますので、事務局からお願いします。 

○医政局総務課医療安全推進室長 「その他」の(1)死亡時画像

診断の資料の保存と情報開示という部分です。死亡時画像

診断の資料の保存及び情報開示については、既存の法令・

ガイドライン、具体的には医療法施行規則、医師法、医療・

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのための

ガイドライン、診療情報の提供等に関する指針等に準じて

適切に行うというものです。別添資料を付けてありますの

で、お示しさせていただきたく思います。 

別添 1 は「医療を介護関係事業者における個人情報の適

切な取扱いのためのガイドライン」で、「なお」以下に線を

引いてありますが、「当該患者・利用者が死亡した後におい

ても云々」と、遺族への診療情報の提供の取扱いでは、前々

回にお話あったかと思いますが「診療情報の提供等に関す

る指針の作成について」というのを医政局で平成 15年に出

しており、そこで遺族に対しての文言があります。そのこ

とも参考にすべし、準ずるべしということになっています。 

別添 2 は、医師法についての診療録の保存期限について

書いてあり、別添 3 は医療法についての保存規定等々につ

いて書いてあります。別添 4 の 9 の下から 4 行目に「遺族

に対する診療情報の提供」に規定がありますので、基本的

にはこれらを遵守すべきではないかと考えております。以
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上です。 

○門田座長 この点についてはいかがでしょうか。そのほかの

ものと同じようにするということで、いまお示しいただき

ましたが、いろいろな資料がありますので、いま全部に目

を通すわけにはいかないと思いますが。この点について、

先ほど全国的なデータベース化というお話でしたが、いま

すぐというのは大変なことだろうと思いますので、どこか

にまとめおくという方向性を追加するかどうかになります

が、そのほか、この点について何かありますか。基本的に

は死亡時画像診断にしろ、そのほかのものにしろ、同じ扱

いとしてこういうものを参考に、この範囲内で保存する、

あるいは情報開示のことも決められた法律の中でするとい

うことだということでよろしいのですか。 

○医政局総務課医療安全推進室長 事務局としてはそのように

考えて提示をさせていだいております。 

○門田座長 これは特別扱いというのはなかなか難しいわけで

しょう。それはどうなのですか。特別に内容的に合わない

ものがあれば、それに対しての意見を述べるというぐらい

になるのですかね。解剖の問題にしろ診断要旨にしろ多く

のものは、あまり大きく変わらないですよね。ですから、

それを参考にしていくという方向性はそれしかないのかな

と思うのですが。 

○医政局総務課医療安全推進室長 ネガティブチェック的にな

るかと思いますが、この規定に準ずる以外のケースが特に

あるのかないのか等々ということに関して、ご議論いただ

ければと思います。 

○門田座長 宮﨑先生、いまやっていることで何かありますか。 

○宮﨑先生 いまのと違うかもしれませんが、以前提案した報

告書のあり方で、これは司法関係の手法をクローズアップ

されて、少し論点が動いています。大多数は Aiで死因究明

を向上させたいという目的でしますが、その場合の報告書

は死因まで報告書で言及するのかどうかという問題があり

ます。うちでやっている方式は放射線科医はあくまで所見

の読影で、多くは救急医の主治医ですが、主治医がそれを

総合的に判断して、この脳出血部分が死因だろうと言うわ

けです。そのあり方というのは決めておく必要があるだろ

うということです。 

この前も言ったのですが、Ai は果たして死因情報に寄与

しているのかどうかです。これは他施設に診断を頼むとか、

いろいろなことがあり得るのですが、実際は死亡診断書に

はこの情報は時間的にも反映されないわけです。その問題

が、どういう形で死因情報に寄与するのかとか、本来の目

的にどのように合致させていくかを考えていただきたいと

いう部分があります。 

○門田座長 時間的な問題で前にもおっしゃっていだいたので

すが、解決策はありますか。 

○宮﨑先生 実際には焼却するのに死亡診断書が要るわけです。

家族はそれを少なくとも翌日までには欲しがるわけですが、

報告書を他施設に持っていった場合には、とても間に合わ

ないわけです。そうすると、正確ではない、主治医が書い

た何とか疑いとか、不詳とかといったものが結局は残って

しまうということで、本当の死因情報に寄与していないの

ではないかという懸念があって、これをどのように解決し

ていくかは大きな問題かなと思います。 

○門田座長 最終的な死因という形で、死亡診断書の表現名が

挙げられて、それが集計に残っているとも全然わからない

ままで行っているわけで、不詳と一緒ですね。ところが、

これをやり出すと、後からではあるが、比較的当たってい

るものが出てくる可能性がある。死因統計の中に、そうい

うものを反映させるようになってきたら、やっている意味

はさらに増えてくることになる。そうすると、死亡診断書

で、その場で火葬するのに云々というとには、どうにもな

らないものがあって、そこをどうするかによって、今やっ

ていることが、将来にいろいろと応用されるかどうかとい

うことに変わってくる。データとしてのあれは対応の方法

はありますよね。 

○宮﨑先生 別の方式を採ればですね。 

○門田座長 厚労省のデータに残っている死因は、全部死亡診

断書だけですか。 

○池田先生 先生のお話はもっともですが、本来死亡診断書と

いうのは診療中の患者が亡くなった場合に書くもので、画

像データだけではなくて、診療経過、最終的には画像等を
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見て書くものです。 

死体検案書はご遺体を見て書くものですが、画像の検査

だけから見るのではなく、実際に検案をしてから書くもの

で、死体所見を見る。死体検案というのは、死体を見るだ

けではなく、死体の置かれた状況を見るのです。例えば、

遺書があったから自殺にするとか、そういうのも含めて死

体検案ですから、本来は書いた人が責任を持つもので、そ

れがいまのシステムとして不正確である。それが死後画像

診断をすることによって、少しでも正確性が増す可能性が

あるという意味では推進しようというのが我々の立場だと

理解するので、一向に構わないのではないかと思います。 

例えば、監察医制度のある所でしたら、後で正確な死因

が出たら、死体検案書は後で出して、死因統計も変更にな

ります。後で出すことになりますから、本来は別問題で、

例えばこれが普及して、もし後になっても正確な死因がも

っと分かるのだったら、新たに死亡診断書を書き換えるこ

とがもっと簡単にできるようにシステムとして要求するよ

うな筋道が正しいのではないかと思います。そうしないと、

この死亡時画像診断が、少しでも正確な死体検案書、死亡

診断書の記載に役に立つという、基本合意がうやむやにな

ってしまいますので、あまり心配しなくてもいいのではな

いかと私は思います。 

○門田座長 要するに集計したデータが、そういう形で残るよ

うな方策はあるのですね。 

○池田先生 少なくとも監察医制度がある所でしたら、出した

ものと後で違えば、訂正しますし、解剖の結果で訂正があ

れば、もちろん出せと。ですから、制度としてはできるこ

とになっているので、それを全国的に普及するかどうかは、

まさにこれがうまく行くようだったら、それはそれで別途

請求することができるのではないかと思います。そのため

に普及させようという論法でもいいと思います。 

○警察庁（オブザーバー） 私どもは先ほどから繰り返してお

りますが、犯罪死の見逃し防止という観点で申しておりま

す。いまのお話は、死亡時画像診断の結果が、いつの時点

で最終判断に組み入れられるかという問題かと思います。 

私どもとしては、基本的に死亡時画像診断はもちろん限

界があることはいまの時点で弁えております。ただ、死亡

時画像診断によって明らかになるものもあるとするならば、

私どもの視点としては、本来警察から申し上げる話ではな

いかもしれませんが、一応犯罪死見逃し防止も盛り込んで

いただいているということで申し上げたいと思います。 

死亡時画像診断の結果から外因性の死の疑いがあること

が判明した場合には、解剖に付する場合が当然出てくるだ

ろうと思われます。そうしますと、折角やるものならば、

死亡時画像診断の結果を待たずして死体検案書を発行して

火葬に付されてしまいますと、画像診断はあるにしても、

警察としては証拠がなくなってしまいます。 

画像診断について申し上げれば、冒頭でも各先生方が発

表されておられましたが、例えば、内因性に見えるもので

も、解剖した結果、実は線状骨折等に起因するもの、側頭

部を打撲されたとか、そういうものに起因するケースはあ

るという発表がありました。私どものほうでもそういう事

案は当然認知をしているところです。死体検案の場合には

死亡時画像診断を折角おやりいただくのであれば、死体検

案書を発行して、それで火葬になれば、私どもの捜査はそ

れ以上できなくなるということです。若干外野からの発言

ですが、ご考慮いただいたほうがいいのではないかと思い

ます。 

○門田座長 だんだん難しくなってきました。これは今日いら

っしゃる中で、どなたか整理してくださる方は。 

○池田先生 いまの話はもっともな話で、犯罪死のところまで

広げてやるようになれば、全くそのとおりです。逆に警察

庁は警察庁、警察官は警察官で死後画像を利用しようとし

ているわけで、それで犯罪性がなければ解剖しないで済ま

せようと。どちらがいいかという問題ではなく、正確な読

影をして、必要があれば解剖する、もし必要がない内因死

だったり犯罪性がないのだったら、そのまま死体検案書を

書けるというように、最終的になればよろしいわけで、そ

のためにここで提言しようという会議ですので、当然大事

なのですが、今までの議論の筋からいえば、死亡診断書、

死体検案書にあまりこだわらなくてもよろしいのではない

かと思います。 

当然書いた人が責任を負うことになりますし、先ほ来申
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し上げているように、死体検案というのは遺体を見る、画

像を見るというだけではなく、死体の置かれた状況を総合

的に勘案して犯罪死かどうかを見極めるということです。

いま警察庁のほうも人員を増やしていますから、警察と読

影医、あるいは検案医とが協力するような体制を将来作る

という方向に行けば解決するのではないかと思いますので、

そんなに深く考えなくてもいいのではないかと思います。 

○門田座長 そうですか。そうすると、いま我々は検案する立

場ではなくて、画像診断の診断をする人、読影する人の話

をしているのですね。 

○池田先生 そうだと思います。 

○門田座長 ですから、そこのところを一緒にして考える必要

は毛頭ないと。 

○池田先生 ですから、臨床医が読む、それがいいか悪いかは

私が言うことではありませんが、本来は臨床医でも、ちゃ

んとした読影者が大勢いて、すぐに読影する。犯罪死かど

うかというのは一刻を争う話ですので、そういう場合にそ

れだけの人員がいて、それだけの制度があって、責任を持

って読影していただけるのなら、それはそれでいいことで、

何も我々がやる必要は全くないということになります。で

すから、将来的にそのようになればいいなという希望もあ

りますし、そのためにこの会で何らかの提言をしていただ

きたいということです。 

○隈本先生 Ai の診断の報告書は、あくまで診断の報告書であ

って、死因は「この死因の可能性が高い」という書き方が

あったにせよ、それが死因を特定するものではなく、死亡

診断書に死因を書いた人が責任があるということでいいの

ではないでしょうか。 

つまり、Ai の診断書には脳出血などというのがあれば、

脳出血が死因である可能性が高いと書いてあるかもしれま

せんが、それが死因判定にはならないわけです。実際には

脳出血があった直後に別の外傷で死んだかもしれないとい

うこともあり得るわけで、そういうことを言えば、画像を

見ただけで死因が書けるはずがないわけです。とすれば、

死亡診断書を書く人が死因を判断するのであって、あくま

で Aiの報告書は死因を判定するに資する情報を提供すると

いうことで整理すればいいと思います。 

そして、この検討会の成果が上がって、もし Aiが全国に

普及したら、とりあえず火葬は 2、3日待とうよという話が、

世の中に広がるはずです。つまり、体表面から診るよりも、

Ai で診たほうがずっといいのだということが、国民的共通

理解になれば、明日はお日柄が悪いから早く火葬したいみ

たいな話はなくなるはずでしょう。だから、そこを目標に

すべきで、将来こういう問題は、いずれ Aiに対する理解が

広まるにつれて「急いで火葬」という話はなくなり、問題

がありそうな人については、しばらく待ってくれというこ

とがあり得るということになっていくべきだと思います。 

○門田座長 大体うまく整理していただき、私も理解できてき

たのですが。 

○池田先生 先ほど来、議論しているところで、いちばん問題

なのは死因という考え方です。従来、放射線科の先生方の

報告書は読影をして、放射線科の先生が診断する状況が、

例えばくも膜下出血だ脳出血だと書いてあるはずです。い

まの日本の死亡診断書の形式が良くないのは、原死因であ

る脳出血と書き、もう 1 つは死因の種類を書かなければい

けないことになっていますので、それが自殺なのか他殺な

のか病死関係かまで判断するということで、それは死亡診

断書を書く人の責任だということです。報告書は精度が上

がれば、自信を持って放射線科医の判断は書いてもらうの

は構わない。それをどう見るかは臨床医が最終的な責任を

持つわけだし、死体検案書、死亡診断書を書く人が責任を

持つというスタンスでいいのではないかと思います。 

○宮﨑先生 実際上は司法が関与するような犯罪が疑われると

か、そういったものは非常に少ないのです。実際は救急病

院でお亡くなりになる場合が多くて、先ほどから自施設で

はない所で診断するという話がありましたが、そうなると

間に合わないということになります。大部分は自施設で、

ある程度診断しても特定できるものであれば、その所見は

自施設で迅速に呼んだほうが、よほど遺族の理解は得られ

ると思います。そのあり方としては、放射線科医はあくま

で所見を述べるだけで、その死因の推測と説明と死亡診断

書は最後に診た主治医です。それは臨床所見、いままでの

経過を総合して、これが死因であろうという説明をする。
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だから、分けて考えなければ、一律には誰が、どこで、ど

うすればいいかという議論はできないと思います。 

○門田座長 前回の話で異常死と診療関連死と分けて考えると

いう案も考えてもらって、まとめてもらっていますので、

この辺りは次回にということで、いまのディスカッション

は置いて前へ進みたいと思います。 

時間がだんだん迫っていますが、「その他」の 2の「ご遺

族への説明」に移りたいと思います。 

○医政局総務課医療安全推進室長 3項目ほど書いてある、ご遺

族への説明に関してです。診断を実施するに当たっては遺

族に対し、十分に説明を行い、同意を得た上、実施る。遺

族に説明する際に、死亡時画像と病理解剖の結果の両方を

説明することによって、より遺族の納得を得られる。読撮

影報告書を作成し、遺族・医療機関に開示できるようにす

べきである。以上です。 

○門田座長 この点はいかがでしょうか。 

○医政局総務課医療安全推進室長 基本的にこれはすべて参考

資料にあるとおり、これまで先生方からいただいたものを

まとめて、並べたものです。 

○池田先生 蒸し返すようですが、遺族の同意の件で、例えば

小児の場合とか犯罪性がある場合に、必ずしも遺族が同意

するということはないので、「遺族の同意を得た上、実施す

るのが望ましい」とか、そのような表現にしていただけれ

ばと思います。これは同意がないとできないということだ

と、場合によっては、同意がなかったので犯罪性を見落と

していたということがあった場合に妨げになるのではない

かと私は考えます。 

○隈本先生 原則、同意が必要であるとした上で、「犯罪の可能

性がある場合には例外である」という書き方が正しいので

はないでしょうか。小児に限らず、お年寄りの虐待死もあ

り得るわけで、原則は同意である、同意が得られない場合

でも、犯罪の可能性がある場合はあり得るという書き方が、

バランスがいいのではないでしょうか。 

それとの関連ですが、(1)において、厚労省の診療情報提

供に関する指針の考え方を使うのであるということであれ

ば、添付資料の 12頁から 13頁にかけて書いてありますが、

「死亡した場合は遅滞なく遺族に対して、死亡に至るまで

の経過を説明し、さらに情報提供に当たっては、生きてい

る場合の 37の 1、3及び 4、ならびに 8の定めを準用する」

という考え方で行くということであれば、情報提供に関し

ては 1で行けるはずですね。 

問題は、画像診断は「遺族の同意が必要」と書くかどう

かということで、これは結構重要ですが、私としては、こ

れは原則遺族の同意が必要で、ただし犯罪が疑われる場合

には例外であるというのではいかがかと思います。 

○相田先生 非常に難しいと思います。「犯罪が疑われる場合

に」と書かれたら、現場の小児科医は、まず犯罪を疑いま

すので Aiをしますとは絶対に言えないので、オーダーでは

ほぼうやむやのままで終わってしまうのではないかと危惧

します。その文言自体は確かにそのとおりですが、現実問

題です。 

○門田座長 そういう内容で、ほかの単語はないですか。 

○相田先生 最初のところで、前回ディスカッションして、今

回はディスカッションしなかった「小児の不慮の死亡例で

は」が 1頁に出ていると思います。(4)の異常死の死因究明

の 2 つ目のポツで「小児の死亡事例においては、虐待によ

る死亡を見逃さないために、虐待を疑うだけではなく、不

慮の小児全例を対象にすることが望ましい」と前のほうで

書いてあるので、これと矛盾しないような書き方をしてい

ただければ「同意は原則」というのを書くことは構わない

のですが、付け加えていただけれればと思います。犯罪と

いうと、小児科医は引いてしまうと思います。 

○門田座長 ご意見はよく理解できるのてすが、何かいい表現

はありませんか。隈本先生、何か考えていただいて。その

前に表現とすれば、原則として承諾を得るという方向で行

って、例外規定で、そのほかのものを表現する、という流

れはこれでよろしいですね。文言を隈本先生に考えていた

だくと。 

○隈本先生 整合性ということで言えば、まさに小児の死亡事

例においては、虐待による死亡を見逃さないために「虐待

疑似例で全例を対象とすることが望ましい」という文章を
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注意喚起の意味で、そのままここにもう一度書いてもいい

とは思います。ただ小児だけではないので、小児の事例は

そう書いておいて、その他の犯罪が疑われる事例について

は、やったほうが望ましいと書いたほうがいいと思います。 

○門田座長 その流れで考えましょう。それから説明の問題、

報告書を作成し、開示。前は難しい報告書を渡すだけで理

解できるのかということが話題になったことがありました

が、開示、この表現はどうですか。 

○隈本先生 これは先ほどの診療情報の提供に関するガイドラ

インの準用ということで「さまざまな医療データとともに

開示すべきである」でいいと思います。死後であっても、

病理解剖の結果も医療情報の全体として開示すべき対象と

なっていくので、そこに入ると考えていいと思います。 

○門田座長 皆さん、よろしいですか。ありがとうございまし

た。それでは、いちばん難しい問題ですが、費用の問題は

どうですか。 

○医政局総務課医療安全推進室長 文章だけなぞらせていただ

きますが、費用負担については、異場死の場合、診療行為

に関連した死亡であった場合、または医療機関が希望する

場合、虐待などが疑われる場合等においた費用負担のあり

方を検討する必要があるということで、1つのケースではま

とめられないということだと思っていますので、とりあえ

ずこのような書き方にさせていただいています。 

○門田座長 文章とすれば、このぐらいで逃げてしまうという

感じになるのですが、実際問題、これを最終的な報告書と

して政務官に渡して何とかというのであれば、この表現よ

りももう一歩突っ込みたいような気がしますが。これ以上

細かく書けば、どのような書き方ができるのかというのは、

結構難しい話になろうかと思いますが、この扱いをどうし

ますかね。 

○今村先生 本当にこれは難しいと思います。先ほどの論点に

もありましたように、例えば小児には全例実施すべきであ

るということであれば、当然家族の負担というわけにはた

ぶんいきませんし、医療機関の持出しになるということも

困るわけで「ある程度国が義務としてやるべきである」と

書いたものについては、国庫でちゃんと拠出してもらうぐ

らいのことは言ってもいいのではないかと思います。 

○門田座長 今日は小児の虐待の問題をずっとやってきて、最

初からこの件についてはずっと言われていますが、そのぐ

らいはすべきであるという表現でどんどん突っ込んでいき

ますか。 

○医政局総務課医療安全推進室長 ちょっと言葉がすぎるかも

しれないのですが、国として出すに当たっても、それなり

というか、仕分けにも耐え得るような理由が必要ですので、

その議論を踏まなければいけないのかということは、局内

では話合っているところです。 

○今村先生 今までこの会の中でも議論されてきていますし、

日本医師会も主張しているように、小児の虐待の問題をき

ちんと国が減らしていくという大きなものは、ちゃんと主

張すべきではないかと私は思いますし、それが仕分けにか

かって削られてしまうという話なのかなと思います。よほ

ど大きな金額であれば別ですが、そこはしっかりと主張し

て、逆にいただいたほうがいいのではないかと思っていま

す。 

○山本先生 同じことが犯罪見逃しに関しても言えると思いま

すので、そこのところは法務省かどうか分かりませんが、

是非、この費用拠出をという形で、オブザーバーのほうも

よろしくお願いいたします。 

○宮﨑先生 いまの意見と似たようなものですが、事例で 80歳

前のおばあさんが CPAOA で担ぎ込まれてきて、その方の顔

面に打撲創があったのです。そして結局蘇生に反応せず、

お亡くなりになったわけです。 

これはどう考えるか。救急車で来られて、警察は関与し

ていないのです。それは転んで硬膜下血腫も考えられるし、

内因性の何かも考えられる。Ai を一応救急医が勧めたわけ

です。うちのルールだと、遺族が希望されなかったら、そ

のまま連れて帰られるわけです。ところが息子さんが「そ

ういうのがあるならやってくれ」と言われたのです。放射

線のレポートは硬膜下血腫とくも膜下出血があったのです。

レポートはそれを放射線医は書いたわけです。 

救急の医者は、これは動脈瘤破裂によってくも膜下血腫

を起こして、そのおばあさんが転倒して打撲して、軽度の
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硬膜下血腫があるのだということで、死因としては動脈瘤

破裂によるくも膜下血腫ですよという説明で納得して帰さ

れたわけです。それは遺族が支払っわけです。こういう事

例をどうするか。同意が得られない場合に、そのまま帰し

ていいのかどうかです。こういうことが実際の救急現場で

起こっているわけです。だから、こういうことも含めて考

えていただきたいと思います。 

○門田座長 その辺りは文書化をどのようにやっていくのか。

たぶん最後の費用の問題にまで行くと、できるだけおして、

ほとんど死因が究明されていない我が国の今までのやり方

を変えざるを得ないのだということを言えば、当然費用が

発生する。その辺りをどうするかということで、少なくと

も前に出ていた死亡の 100 何万というものを、とやかく言

うよりも、ある所に限定したものについては、少なくとも

こういうことを目標として、こうすべきである。それには

某かの費用を国からという話、そういう書き方になるのか

どうか。これは次回までに、今日いただいたことで 1 回原

案を書いていただいて、その辺まで行きますと、政務官と

のやり取りも必要になってくるかもわかりませんので、そ

ういうことを準備次回にもう一回文章化したものを基にデ

ィスカッションしていただくと。今日も 10分ほどオーバー

していますので、そろそろ締めたいと思いますが、よろし

いですか。ここまでで特にご意見がないようでしたら、い

ま申し上げたような形でまとめさせていただいて、できれ

ば 1 回で終わりたいと思いますが、場合によってはもう二

回ぐらいしなければならないかもしれません。 

○医政局総務課医療安全推進室長 次回は 12 月 17 日金曜日の

14時から 16時までの開催です。それから、前段のほうが今

日は議論ができませんでしたので、資料 2の 1頁、2頁の辺

りですが、もしご意見等々がございましたら、事務局まで

いただければと思います。 

○門田座長 次回で終わるのはちょっと難しいかなという気が

するのですが、ファイナルの報告書を次回 1 回でというの

は、なかなか難しいでしょうね。そうすると、その次にも

う 1回やるのですか。 

○医政局総務課医療安全推進室長 状況に応じて、日程調整を

して次ということも考えております。その辺はまとまり次

第にもよりますので、何とも言い難いところです。 

○門田座長 今年は無理だという意見が出ていますが、年が変

わってもいいのですか。 

○医政局総務課医療安全推進室長 特にリミットが決められて

いるものはそんなにないと思いますので確定はできません

が、1 回、2 回、1 カ月ぐらいはオーバーしても構わないの

かと思います。 

○門田座長 できるだけ年内に終われれば終わりたいというの

が正直なところで、もし今日ディスカッションしていただ

いたもので、事務局案が前回のようなものがまとまるので

あれば、次回の会より前に委員の皆さんにお送りして、そ

れぞれ意見を出してもらって、場合によれば 1 回で終われ

るかもしれません。いずれにしても前倒し前倒しでできた

ものをお届けして考えてきていただく。あるいは前もって

意見を頂戴してからすることになれば、前に進みやすくな

るのではないかと思います。事務局は大変かもしれません

が、できる範囲内で結構ですが、是非進めていただきたい

と思います。 

ということで本日はこれで終わりたいと思います。どう

もありがとうございました。  


